
（１）名称等

（２）職員の概要

職員数

1名

（３）営業日及び営業時間

法人種別及び名称

指　定　年　月　日

　医療法人社団　紫苑会

介護保険事業所番号

　畠田　直美

　JR 身延線入山瀬駅下車　車で５～１０分　徒歩２０～３０分交　通　の　便

重要事項説明書

　厚生省令第３８号第４条第１項の規定に基づき、当事業者の居宅介護支援の提供に関し、あなた
に説明すべき重要事項は次の通りです。

１．事業所の概要

名　　称

所　　在　　地

　居宅介護支援事業所　ふじ

　〒419－0205

　富士市天間字大久保1640番1

　0545－73－1919（代表）　0545-73-1914（直通）電　話　番　号

勤務形態 保有資格内容

常勤兼務　　１名 社会福祉士

介護支援専門員 3名

　理事長

　田中　博

　２２１２３１０８０５

　平成16年6月15日

職　　種

　富士市　　富士宮市
サービスを提供する

通常の実施地域

代　表　者　職

代　表　者　氏　名

管　理　者　氏　名

常勤兼務　　１名 社会福祉士

常勤専従　　２名

管　理　者

介護福祉士２名

営　業　時　間

　午前8時30分～午後5時30分

　◎24時間365日連絡体制　TEL 0545‐73‐1919（代表）

　※緊急時対応の24時間連絡体制を整えています。

営　業　日 　月曜日～金曜日　（祝祭日及び12月29日～1月3日を除く）



利用者の心身の状況、その置かれている環境、利用者及びその家族の希望等を考

えて、居宅サービス計画を作成します。

２．居宅介護支援の概要

（１）居宅介護支援の内容

居宅サービス計画に基づく居宅サービスの提供が確保されるよう、指定居宅サー

ビス事業者等との連絡調整を行います。

内容・方法など

要介護認定の申請代行

居宅サービス計画の作成

項　目

 利用者の要介護認定に係る申請について利用者の意思を確認した上で、自ら手

続きを行うことが困難な方の申請代行等必要な援助を行います。

居宅サービス計画の作成後

の管理

サービス事業所の選定

居宅サービス計画が利用者にとって適切に実施されているかを把握し、必要に応

じて居宅サービス計画の変更を行います。

 サービス事業所選択の支援にあたり、前６か月間に作成したケアプランについ

て、訪問介護、（地域密着型）通所介護、福祉用具貸与のサービスごとの同一事

業者によって提供されたものの割合を説明（別紙参照）し、利用者の要望や必要

性に反し、特定の事業所、法人への利益、誘導がないよう公正・中立に行いま

す。

 利用者はケアプランに位置付ける居宅サービス事業所について複数の事業所の

紹介を求めることが可能です。また当該事業所をケアプランに位置付けた理由を

求めることが可能です。

サービス事業所等との連絡

調整

 利用者の要望や状況などを踏まえ、他施設との連絡調整を図り、スムーズに紹

介できるように努めます。

プライバシーの遵守
介護支援専門員は、正当な理由がない限り、その業務上知り得た利用者及びその

家族の秘密を保持する義務を負います。

項　目 内　　　容

 利用者が医療系サービスの利用を希望した場合は、同意を得て主治の医師等に

意見を求めます。この意見を求めた主治の医師等に対してケアプランを交付しま

す。

（２）居宅介護支援の利用に当たって

人員不足などにより、サービス提供困難等止むを得ない事情がある時は、1か月

間の予告期間をおいて利用者に理由を示すことにより、この契約を解約します。

この場合において、他の指定居宅介護支援事業所に関する情報を利用者に提供致

します。

介護保険施設の紹介

 介護支援専門員が利用者に不測の損害を与えた時、その他必要と認める時は、

介護支援専門員の変更を求めることが出来ます。

サービス提供困難時の対応

サービスの質向上の為の方策

介護支援専門員を変更する

場合の対応

平時からの医療機関との

連携

 研修及び自己研鑽を図りながら、利用者の為になるようサービスを提供しま

す。

医療と介護の連携促進
 入院した際は、利用者に対して、担当介護支援専門員の氏名等を入院先医療機

関に提供するよう依頼します。



（Ⅰ）介護支援専門員１人当たりの利用者の数が

　　　４５件未満の場合

（Ⅱ）介護支援専門員１人当たりの利用者の数が

　　　４５件以上６０件未満

（Ⅲ）介護支援専門員１人当たりの利用者の数が

　　　６０件以上

ロ　初回加算
　①新規に居宅サービス計画を策定した場合
　②要支援者が要介護認定を受けた場合に居宅
　　 サービス計画を作成する場合
　③要介護状態区分が2段階以上変更となった場合

３００単位

要介護３～５

居宅介護支援費（ⅲ）

１４１１単位

３２６単位 ４２２単位

１０８６単位

(Ⅱ) ２００単位

　介護支援専門員が病院又は診療所の職員に対して必要な情報を
　入院後３日以内に情報提供した場合

特定事業所加算　Ⅱ  ４２１単位

特定事業所加算　Ⅲ  ３２３単位

特定事業所加算　Ａ  １１４単位

居宅介護支援費（ⅰ）居宅介護支援費（ⅰ）

居宅介護支援費（ⅱ）

［介護支援専門員１人あたり］

居宅介護支援費（ⅱ）

居宅介護支援費（ⅲ）

イ　居宅介護支援費　（１月につき）

(地域区分：７級地　１単位：10.21円）

要介護１・２

７０４単位

３．利用料金　・・・・・・・・

（１）利用料

５４４単位

ニ  入院時情報連携加算

(Ⅰ) ２５０単位
　介護支援専門員が病院又は診療所の職員に対して必要な情報を
　入院当日に情報提供した場合

ハ　特定事業所加算（１月につき）
 事業所の独立性・中立性を高める観点から実態に即して評価

特定事業所加算　Ⅰ　５１９単位

ホ  退院・退所加算　 （連携1回：４５０単位 連携2回：６００単位）/ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ無し

                           　 (連携1回６００単位 連携2回７５０単位 連携3回９００単位）/ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ有り
 退院又は退所に当って、病院等の職員と面談を行い、利用者に関する必要な情報の提供を得た上で居宅サービス計
画書を作成し、居宅サービス等の利用に関する調整を行った場合

●利用料について

原則として利用者には利用料は請求しません。（計画料は介護保険により全額給付対象となります）た

だし、利用者の介護保険被保険者証に支払方法変更の記載（保険料を滞納しているため、サービス

を償還払いとする旨の記載）があったときは、1ヶ月につき要介護度に応じて上記の金額をいただき

ます。この場合、当事業者でサービス提供証明書を発行しますので、この証明書を後日、居住地の

市役所担当課窓口に提出して払い戻しを受けてください。

ト　 ターミナルケアマネジメント加算　　（４００単位）

 主治の医師等の助言を得つつ、終末期の医療やケアの方針に関する利用者やその家族の意向を把握した上で、通
常よりも頻回な訪問により利用者の状態変化やサービス変更の必要性を把握するとともに、心身状況を記録し、主治の
医師等や居宅サービス事業者へ提供した場合

チ　通院時情報連携加算　（５０単位） １月に１回の算定を限度

 利用者が医師または歯科医師の診察を受ける際に同席し、医師または歯科医師等に利用者の心身の状況や生活環
境等の必要な情報提供を行い、医師または歯科医師等から利用者に関する必要な情報提供を受けた上で、居宅サー
ビス計画書（ケアプラン）に記録した場合

ヘ  緊急時等居宅カンファレンス加算　　（２００単位）

 病院又は診療所の求めにより、当該病院又は診療所の職員と共に利用者の居宅を訪問し、カンファレンスを行い、必
要に応じて居宅サービス等の利用に関する調整を行った場合



（２）その他費用

（３）支払い方法

４．サービス終了について

（１）利用者のご都合で契約を終了する場合

　当事業者の居宅介護支援及び当事業者が作成した介護サービス計画に基づいて提供しているサー

ビス内容に関すること、介護支援専門員に関すること、利用料金に関することなどについての苦情

相談を承ります。

　人員不足等、止むを得ない事情によりこの契約を終了させていただく場合がございます。この場

合は、サービスの提供終了１ヶ月前までに文書で通知するとともに、他の指定居宅介護支援事業所

等に関する情報をあなたに提供します。

　　③　利用者の要介護状態区分が、自立と認定された場合

　要介護 １ ・ ２

14,406円

（４）要介護認定が要支援と認定された場合

　次の場合には、自動的に契約が終了します。

（２）当事業者の都合で契約を終了する場合

解約料はかかりません

　　⑤　当事業者が、介護保険の指定を取り消された場合、又は指定を辞退した場合

　　④　介護保険サービスの提供を受けない期間が6か月間を超えた場合

　　　　護（グループホーム）を受けることとなった場合

（５）その他、契約終了事項について

　要支援と認定されたとき、引き続き介護予防サービスの利用を希望する場合は、利用者に説明

後、地域包括支援センターとの契約となります。

（３）自動終了

 要介護認定申請代行費

 交通費

ア）契約後、介護サービス計画作成段階途中で、

利用者の申し出により解約した場合

　サービスを提供する通常の実施地域における住まいの方…　無料

無料

　利用者はいつでも契約を解約できますが、次の場合には、解約料をいただきます。

イ）市町村へ介護サービス計画の届出終了直後に

解約した場合

ウ）その他解約により当事業所に不測の損害を生じ

させた場合

(地域区分：７級地　１単位：10.21円）

利用者が当事業者に料金を支払うこととなる場合の支払い方法については、月ごとの清算としま

す。毎月７日までに前月分の請求をしますので、その月の２７日に銀行引落しをさせていただきま

す。

アに準じた解約料

11,088円

　要介護 ３ ・ ４ ・ ５

　　⑥　利用者が亡くなられた場合

　　①　利用者が介護保険施設又は介護付き有料老人ホームへ入所した場合

　　②　利用者が小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活

５．居宅介護支援に関する苦情

　事業者の職員に対しては健全な信頼関係を築くことが出来ない程の背信行為（暴言や暴力、ハラ

スメントなど）を行ったと認めるときは、直ちにこの契約を解約することができます。



 午前８時３０分～午後５時３０分

電話番号

苦情解決責任者は、苦情解決に向けての話合いを行い、誠意を持って速やか
に解決できるように努めます。

受付時間

畠田直美

事業所内での提示、パンフレット等により利用者やご家族に苦情受付担当者
や苦情解決方法等について説明します。

②苦情の受付
苦情受付担当者は、利用者及びご家族等からの苦情を随時受付し、下記の
項目について書面に記載しその内容について確認します。

苦情受付担当者は、受付けた苦情を全て苦情解決責任者に報告します。匿
名の苦情については報告し必要な対応を行います。

苦情解決責任者

 ０５４５-７３-１９１９（代表）　　０５４５-７３-１９１４（直通）

①苦情内容　　②苦情申出人の希望

　（２）利用者及びその家族からの苦情処理体制を整備します。

　（１）虐待を防止するための従業者に対する研修を定期的に実施します。

２．事業者は、サービス提供中に当該事業所従業者又は養護者（家族など高齢者を現に養護する

者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報いたし

ます。

 富士宮市高齢介護支援課

（２）行政機関及びその他苦情受付機関

 静岡市葵区春日２－４－３４

④苦情解決に向けての話合い

①利用者やご家族への周知

TEL：０５４-２５３-５５９０

苦情受付担当者

（１）苦情相談窓口

⑤苦情解決の結果の記録 苦情解決責任者は、経過と結果について書面に記載し記録として保管します。

１．事業者は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとします。

　（３）その他、虐待防止のために必要な措置や対応を図ります。

畠田直美

③苦情受付の報告・確認

６．虐待防止に関する事項について

TEL：０５４５-５５-２８６３

TEL：０５４５-５５-２７６７
 富士市介護保険課

（介護保険制度全般に関すること）

 富士市福祉総務課福祉指導室

（事業者指導に関すること）

 富士市永田町１丁目１００番地

 富士宮市弓沢町１５０番地　

 国民健康保険団体連合会

 苦情受付窓口

（３）苦情相談の流れ

 月～金曜日　(祝祭日及び12月29日～１月３日は除く）

TEL：０５４４-２２-１１４１



令和　　　年　　　月　　　日

（事業者）

所在地

代表者

名　称

説明者

（利用者）

住　所

氏　名 印

（代理人）

住　所

氏　名 印

　＜署名代筆者＞

住　　所

（所属・職等）

氏　　名 印

この説明書により、居宅介護支援に関する重要事項の説明を受けました。

富士市天間字大久保1640番１

医療法人社団 紫苑会 理事長 田中　博　　㊞

居宅介護支援の提供にあたり、この説明書に基づいて重要事項を説明しました。

  　　　　　　　　　　  ㊞

　利用者は、身体の状況などにより署名ができないため、利用者本人の意思を確認のうえ、私が利用者に代
わって、その署名を代筆いたしました。

居宅介護支援事業所　ふじ


